
令和５年度 みんなでムーブ リズム運動動画コンテスト実施要項 

（令和５年９月７日 学校教育局健康・体育課長決定） 

                

 

１ 目  的 

 児童生徒が楽しみながら主体的・継続的に運動を行えるよう働きかけ、体力の向上や運動習慣の 

確立を図る。 

 

２ 対  象 

  道内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在籍する

児童生徒 

 

３ 申込期間及び応募期間 

 (1) 申込期間 

令和５年９月 15 日（金）～令和５年 12 月 14 日（木） 

(2) 応募期間 

令和５年９月 15 日（金）～令和５年 12 月 28 日（木） 

 

４ 実施内容 

体育授業や学校行事、休み時間などの学校生活の場面や放課後、家庭において取り組んだ「みん

なでムーブ（キタキツネ）リズム運動動画」を、次の２部門で募集する。 

 

(1) 部門 

  【完コピ部門】 

   ・小学校１～３年生の部   ・小学校４～６年生の部   ・中学生の部  

・高校生の部        ・全校児童生徒の部 

  【アレンジ部門】 

   ・小学校１～３年生の部   ・小学校４～６年生の部   ・中学生の部  

・高校生の部        ・全校児童生徒の部 

 (2) 審査の観点 

【完コピ部門】 

・リズム…オリジナルダンスのリズムを捉え、リズムに乗って踊っている。 

・動 き…指先やつま先まで意識し、メリハリを付けて踊っている。 

・表 現…楽しさや喜びなど全身で表現している。 

【アレンジ部門】 

・リズム…オリジナル音楽のテンポに合わせ、動きをアレンジし、リズムに乗って踊っている。 

・動 き…指先やつま先まで意識し、メリハリの付け方などを工夫し、踊っている。 

・表 現…テーマにふさわしい動きや演出で、楽しさや喜びなどを全身で表現している。 

(3) 応募数及びチーム編成人数 

   応募するチーム数やチームを編成する人数に制限は設けない。（１人から応募可。） 

(4) 動画撮影 

   ・ビデオカメラのほか、スマートフォン等で撮影した動画をＭＰ４形式で保存すること。 

  ・音源は、YouTube「みんなでムーブ（キタキツネ）」の音源を利用すること。 

 

 



５ 申込及び応募手順 

 ・申込手続のあと応募手続が必要です。 

 ・Web 応募の場合は、申込時に Google アカウント（○○○○＠hokkaido-c.ed.jp）の情報が必要 

です。なお、申込及び応募は、必ず学校を通じて行い、使用するアカウントについては、学校代 

表または教職員用に限ります。 

 

(1) 申込方法 

次の①②、どちらかの方法で申し込むこと。 

① Web申込 

 

   https://forms.gle/iuGxsQjKCUGUyh5F7 

  ② メール申込 

別紙１【申込用紙】を、次の宛先にメールで送付してください。 

宛先:echizenya.akiko@pref.hokkaido. l
エル

g.jp 

 

(2) 応募方法 

次の①②、どちらかの方法で応募すること。なお、Web応募が可能になるには、申し込みから２、

３日必要な場合があります。 

 ① Web応募 

申し込みの際に入力したGoogleアカウントを用いて、次のドライブにアクセスし、所定のフ

ォルダに動画データをアップロードしてください。なお、提出するファイル名は、「○○学校○

○チーム」というように、学校名とチーム名がわかるようにしてください。 

 

 

https://onl.la/KKZy8Cf 

② 郵送 

次の宛先に、動画が保存された記録媒体（DVD-R 等）を、別紙２【応募用紙】を添付のうえ, 

郵送してください。 

    宛先：〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館８階 

      北海道教育庁学校教育局健康・体育課 健康・体育指導係「みんなでムーブ」担当者 

 

６ 選  考 

  北海道教育庁学校教育局健康・体育課（以下、健康・体育課という）が優良な動画を部門毎に決定 

し、健康・体育課の Web ページで公表するとともに、表彰する。 

 

７ そ の 他 

・応募作品は、全て、学校の管理下のもと提出すること。 

・アレンジ部門では、第三者の著作権を侵害していないオリジナルのアレンジであること。また、教 

育活動の一環としてふさわしいアレンジ内容であること。 

・応募に当たっては、Web ページで公表される可能性があることを踏まえ、事前に、本人及び保護者 

等の承諾を得ること。 

・応募作品のデータを保存した記録媒体については、返却しない。 

 ・提出された全ての映像の著作権は、健康・体育課に帰属する。 

 ・この要項で定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については健康・体育課長が別に定める。 


